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◎ 新成長戦略（平成２２年６月１８日閣議決定）（抄）

第３章 ７つの戦略分野の基本方針と目標とする成果

（６）雇用・人材戦略

【２０２０年までの目標】

（略）

『年次有給休暇取得率７０％、週労働時間６０時間以上の雇用者

の割合５割減』（※）

（略）

※ 「５割減」は、「１０％」（２００８年時点での週労働時間６０時間以上の雇用者の割合）

の５割減を意味する。

◎ 第１２次労働災害防止計画（平成２５年２月２５日）（抄）

４ 重点施策ごとの具体的取組

（１）労働災害、業務上疾病発生状況の変化に合わせた対策の重点化

イ 重点とする健康確保・職業性疾病対策

① メンタルヘルス対策

（目標）

平成２９年までにメンタルヘルス対策に取り組んでいる事業

場の割合を８０％以上とする。
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